
国立大学法人大分大学匿名加工情報の利用に係る手数料細則 

平成３０年２月２６日 

平成３０年細則第２号 

 

 （趣旨） 

第１条 国立大学法人大分大学匿名加工情報等の適切な管理のための措置に関する規程（平成３

０年規程第４号）第３５条第２項の規定により，国立大学法人大分大学（以下「法人」という。）

の匿名加工情報（以下「匿名加工情報」という。）の利用に係る手数料に関し，必要な事項を定

める。 

 

 （契約の締結による手数料の額） 

第２条 匿名加工情報の利用に係る契約を締結する者が納付しなければならない手数料の額は，

２１，０００円に次の各号に掲げる額の合計額を加算した額とする。 

（１） 匿名加工情報の作成に要する時間１時間までごとに３，９５０円 

（２） 匿名加工情報の作成を外部委託する場合は，当該受託者に対して支払う額 

 

（既作成の匿名加工情報に係る手数料） 

第３条 法人において既に作成された匿名加工情報に係る提案を，当初作成した者以外の者から

受ける場合は，当該匿名加工情報の作成に当たり支払われた手数料と同額とする。 

 

 （事業の変更に係る手数料） 

第４条 匿名加工情報の提供を受けた者が，当該匿名加工情報について，利用目的の変更，利用

期間の延長等により，その用に供する事業を変更しようとするときの手数料は，１２，６００

円とする。 

 

（雑則） 

第５条 この細則に定めるもののほか，法人における匿名加工情報の利用に係る手数料に関し必

要な事項は，学長が別に定める。 

 

附 則 

この細則は，平成３０年２月２６日から施行する。 

 

  附 則（令和４年細則第７号） 

この細則は，令和４年４月１日から施行する。 

 


